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厚 木 市 



令和元年度
［A］

平成30年度
［B］

［A］-［B］

実質赤字比率 ▲ 7.37% ▲ 5.78% ▲ 1.59%
11.25%

（11.25%）
20%

連結実質赤字比率 ▲ 11.68% ▲ 7.72% ▲ 3.96%
16.25%

（16.25%）
30%

実質公債費比率 2.6% 2.4% 0.2% 25.0% 35%

将来負担比率 38.9% 35.8% 3.1% 350.0% ***

病院事業 ▲ 11.4% 2.3% ▲ 13.7%
（経営健全化

基準）

公共下水道事業 ▲ 13.9% ▲ 11.1% ▲ 2.8% 20.0%

※ 黒字の比率及び超過の比率は負の数で表示しています。
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健全化判断比率等の状況

比率の種類

厚木市の比率
早期健全化

基準

（　　）は前年度

財政再生
基準

地方公共団体は、健全化判断比率のいずれかが早期健全化基準以上である場合には、当該健全化判断比率

を公表した年度の末日までに、「財政健全化計画」を定めなければなりません。また、再生判断比率（実質赤字

比率、連結実質赤字比率、実質公債費比率）のいずれかが財政再生基準以上である場合には、当該再生判断

比率を公表した年度の末日までに、「財政再生計画」を定めなければなりません。

●実質赤字比率

早期健全化基準については、地方債協議・許可制度における許可制移行基準（市町村（特別区を含む。以下

同じ。）2.5％～10％、都道府県2.5％）と財政再生基準との中間の値をとり、市町村は財政規模に応じ 11.25～

15％とされています。 財政再生基準については、財政規律を確保する上で事実上の規範として定着していた

旧再建法の起債制限の基準を用い、市町村は20％とされています。

●連結実質赤字比率

早期健全化基準は、実質赤字比率の早期健全化基準に、公営企業会計等における経営健全化の状況等を

踏まえ5％加算し、市町村については財政規模に応じ 16.25～20％とされています。 財政再生基準は、早期健

全化基準と同様の観点から、実質赤字比率の財政再生基準に10％加算し、市町村は 30％とされています。

●実質公債費比率

早期健全化基準については、市町村・都道府県とも、地方債協議・許可制度において一般単独事業の許可が

制限される基準であった25％とされています。 財政再生基準は、市町村・都道府県とも、地方債協議・許可制

度において、公共事業等の許可が制限される基準であった35％とされています。

●将来負担比率

早期健全化基準については、実質公債費比率の早期健全化基準に相当する将来負担額の水準と平均的な

地方債の償還年数を勘案し、市町村は 350％とされています。なお、将来負担比率では、財政再生基準は設け

られていません。

●公営企業ごとの資金不足比率

経営健全化基準（早期健全化基準に相当する基準）は、地方債協議・許可制度における許可制移行基準を勘

案して20％とされています。（営業収益／年の5％程度の合理化努力×4年のイメージ）
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法律の概要 

地方公共団体の財政の健全化に関する法律に基づき「健全化判断比率」（実質赤字比率、連結実質

赤字比率、実質公債費比率及び将来負担比率の４つの指標）及び公営企業ごとの「資金不足比率」を

算定し、監査委員の審査に付した上で議会に報告し、公表することが義務付けられました。 

平成 20年度以降の決算に基づく「健全化判断比率」のいずれかが早期健全化基準以上である場合

には、「財政健全化計画」を定め、さらに、財政再生基準を超えると「財政再生計画」を定める必要があ

ります。また、「資金不足比率」が経営健全化基準以上になった場合には、「経営健全化計画」を定め

る必要があり、これらの計画に基づき財政の健全化を図ることとされています。 

なお、健全化判断比率及び資金不足比率の対象とする会計等は、以下のとおりです。 

一般会計 

普通会計 

特別会計 

公共用地取得事業特別会計 

後期高齢者医療事業特別会計  

国民健康保険事業特別会計 

介護保険事業特別会計  

公営事業

会計 

うち 

公営企業会計 

病 院 事 業 会 計 

公共下水道事業特別会計 

一部事務組合・広域連合 

厚木愛甲環境施設組合 

神奈川県後期高齢者医療広域連合 

地方公社・第三セクター等 

令和元年度 該当なし 

実
質
赤
字
比
率

連
結
実
質
赤
字
比
率

実
質
公
債
費
比
率

将
来
負
担
比
率資

金
不
足
比
率
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健全化判断比率の概要 
 

１ 実質赤字比率 

一般会計に公共用地取得事業特別会計を加えた普通会計に相当する会計について、赤字の程度を

指標化したものです。 

歳入が歳出に不足して赤字が生じることは望ましいことではありません。赤字が生じた場合は、歳出

削減や歳入増加策などを講じて、早期に赤字を解消する必要があります。 

本市の比率は、次のとおりです。 

 

 

 

 

 

 

 

※ 標準財政規模 

その地方公共団体の標準的な状態で通常収入が見込まれる一般財源の規模を示します。 

なお、この法律において算出される各比率の算出に用いる標準財政規模には、臨時財政対策債

発行可能額（０千円）を含みます。 

※ 臨時財政対策債 

地方一般財源の不足に対処するため、特例的に発行できる地方債を示します。 

なお、それを発行できる額は、団体ごとに算定されています。 

 

２ 連結実質赤字比率 

一般会計、特別会計及び病院事業会計の赤字や黒字を合計し、市全体としての赤字の程度を指標

化したものです。 

連結の赤字が生じることは望ましいことではありません。赤字が生じた場合は、歳出削減や歳入増

加策などを講じて、早期に赤字を解消する必要があります。 

本市の比率は、次のとおりです。 

 

 

 

 

 

 

 

  

一般会計等の実質赤字額（０千円） 

実質赤字比率＝ ―――――――――――――――― 

（▲7.37％）      標準財政規模（50,573,126 千円） 

 

赤字がないため、比率を表すことはできません。なお、黒字比率は 7.37％です。 

早期健全化基準：11.25％ 財政再生基準：20.00％ 

連結実質赤字額（０千円） 

連結実質赤字比率＝ ――――――――――――――― 

（▲11.68％）        標準財政規模（50,573,126 千円） 

 

赤字がないため、比率を表すことはできません。なお、黒字比率は 11.68％です。 

早期健全化基準：16.25％ 財政再生基準：30.00％ 
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３ 実質公債費比率 

市債の元金及び利子の償還金等と市税等の標準的な歳入を比較して、一般会計の資金繰りの危険

度を指標化したものです。 

比率が高まるほど、財政の弾力性が低下することから、より多くの歳出削減などが必要になります。 

本市の比率は、次のとおりです。 

※ 公債費

市が借り入れた市債の元利償還金をいいます。

※ 準元利償還金

一般会計等から一般会計等以外の特別会計への繰出金のうち、市債の償還の財源に充てたと

認められるものをいいます。 

※ 特定財源

使途が特定されているものをいい、この場合は市債の元利償還金等に充てられると考えられ

るものをいいます。 

※ 基準財政需要額

普通交付税の算定の基礎となるもので、各団体が合理的、かつ、妥当な水準における行政を

行い、又は施設を維持するための財政需要を算出した額をいいます。 

（市債の元利償還金＋準元利償還金）－（特定財源＋元利償還金 

及び準元利償還金に係る基準財政需要額算入額） 

7,201,024 千円 － 5,748,582 千円 

実質公債費比率＝ ―――――――――――――――――――――――――――― 

（3.07283％） 標準財政規模－（元利償還金及び準元利償還金に係る基準財政 

需要額算入額） 

50,573,126 千円 － 3,305,884 千円 

※上記の額は令和元年度分ですが、比率は、３か年の平均値を算出します。

■各年度の比率

Ｈ29年度 2.62307 

Ｈ30年度 2.16215 ３か年平均 2.6％ 

Ｒ１年度 3.07283 

早期健全化基準：25.0％ 財政再生基準：35.0％ 
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４ 将来負担比率 

将来、財政を圧迫する可能性について指標化したもので、市債の現在高や債務負担を含め、現時

点で想定される将来の負担を指標化したものです。 

この比率が高まるほど、将来において支払う負担額が増え、今後の財政運営が圧迫されることか

ら、より多くの歳出削減などが必要となります。 

本市の比率は、次のとおりです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

※ 将来負担額 

本市の将来負担額の内訳は、地方債の現在高  55,067,304 千円、債務負担行為に基づく支出

予定額  ０千円、公営企業債等繰入見込額  12,633,485 千円、退職手当負担見込額  

11,498,083 千円となっています。 

※ 充当可能財源等 

将来の負担に対して充当が可能と考えられる財源であり、基金  22,598,103 千円、特定歳入 

（都市計画税や住宅使用料、用地国債先行取得制度に基づく売払収入など）  10,309,697 千円

及び基準財政需要額算入見込額  27,888,151 千円のことをいいます。 

  

将来負担額（79,198,872 千円）－充当可能財源等（60,795,951 千円） 

将来負担比率＝ ――――――――――――――――――――――――――――― 

（38.9％）     標準財政規模（50,573,126 千円）－元利償還金及び準元利償還金に 

係る基準財政需要額算入額（3,305,884 千円） 

 

早期健全化基準：350.0％ 財政再生基準：なし 
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資金不足比率の概要 

公営企業である病院事業会計及び公共下水道事業特別会計について、事業規模に対する資金不

足を指標化したものです。 

この比率が高まるほど、公営企業の経営が厳しいものとなり、より多くの事業収入の確保が必要と

なります。 

本市の比率は、以下のとおりです。 

※ 資金の不足額

病院事業会計においては、流動負債等から流動資産等を差し引いた額であり、公共下水道事

業特別会計においては、歳出等から歳入等を差し引いた額になります。 

※ 事業の規模

病院事業会計においては医業収益の額であり、公共下水道事業特別会計においては下水道

使用料などに相当する収入額となります。 

■病院事業会計

資金の不足額（０千円） 

資金不足比率＝ ――――――――――――― 

（▲11.4％）     事業の規模（9,303,536 千円） 

不足額がないため、比率を表すことはできません。なお、資金超過比率は 11.4％です。 

■公共下水道事業特別会計

資金の不足額（０千円） 

資金不足比率＝ ――――――――――――― 

（▲13.9％）     事業の規模（3,191,674 千円） 

不足額がないため、比率を表すことはできません。なお、資金超過比率は 13.9％です。 
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実質公債費比率の内訳

（単位　千円）

令和元年度 平成30年度 平成29年度

分　子（①＋②）-（③＋④） 1,452,442 1,084,204 1,085,407 分子

①元利償還金 6,000,922 5,887,031 6,058,758

②準元利償還金 1,200,102 1,195,001 1,252,466

ア 積立不足額を考慮して算定した額 0 0 0

イ 満期一括償還地方債の１年当たりの元金償還相当額 41,667 41,667 41,667

ウ 公営企業に要する経費の財源とする地方債の償還の財源に充てたと認められる繰入金 1,158,435 1,153,334 1,209,882

エ 一部事務組合が借り入れた地方債の償還財源に充てた組合への負担金 0 0 0

オ 公債費に準ずる債務負担行為に基づく支出額 0 0 0

カ 一時借入金の利子 0 0 917

③特定財源 2,442,698 2,284,600 2,335,694

④元利償還金及び準元利償還金に係る基準財政需要額算入額 3,305,884 3,713,228 3,890,123

分母⑤－④ 47,267,242 50,144,768 41,379,279 分母

⑤標準財政規模 50,573,126 53,857,996 45,269,402

④元利償還金及び準元利償還金に係る基準財政需要額算入額 3,305,884 3,713,228 3,890,123

将来負担比率の内訳
（単位　千円）

令和元年度 平成30年度
令和元年度

－平成30年度

分　子①－② 18,402,921 17,976,935 425,986 分子

①将来負担額 79,198,872 78,554,548 644,324

ア 地方債の現在高 55,067,304 52,723,593 2,343,711

イ 債務負担行為に基づく支出予定額 0 0 0

ウ 公営企業債等繰入見込額 12,633,485 13,704,477 △ 1,070,992

エ 組合等負担等見込額 0 0 0

オ 退職手当負担見込額 11,498,083 12,126,478 △ 628,395

カ 設立法人の負債等負担見込額 0 0 0

キ 連結実質赤字額 0 0 0

ク 組合等連結実質赤字額負担見込額 0 0 0

②充当可能財源等 60,795,951 60,577,613 218,338

ケ 充当可能基金 22,598,103 21,460,838 1,137,265

コ 充当可能特定歳入 10,309,697 9,017,326 1,292,371

うち都市計画税 8,076,052 7,485,962 590,090

サ 基準財政需要額算入見込額 27,888,151 30,099,449 △ 2,211,298

分　母③－④ 47,267,242 50,144,768 △ 2,877,526 分母

③標準財政規模 50,573,126 53,857,996 △ 3,284,870

④元利償還金及び準元利償還金に係る基準財政需要額 3,305,884 3,713,228 △ 407,344

　分　子①－②

　分　母③－④

令和元年度実質公債費比率（３ヶ年平均） 2.6%

35.8% 3.1%

算　定　の　内　訳

将来負担比率 38.9%

2.62307%

算　定　の　内　訳

3.07283% 2.16215%
分　子（①＋②）-（③＋④）

分  母⑤－④
実質公債費比率
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